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用 語 の 説 明 
 
◎ スポーツ少年団認定育成員とは 
  

スポーツ少年団認定育成員の資格を取得した者。 

単位団指導者の中核として、団の育成やその指導にあたり、また、市区町村・ 

都道府県スポーツ少年団の組織指導者としてスポーツ少年団の普及、活動 

の活性化を図るとともに、認定員の資質向上と育成拡充に努めるものとする。 

 
◎ スポーツ少年団認定員とは 
 

スポーツ少年団認定員の資格を取得した者。 

地域における単位団活動の中心的指導者として、スポーツ少年団の理念に 

のっとり、その指導・運営にあたるとともに、単位団内における育成母集団を 

はじめ組織の強化をはかるものとする。 

 
◎ スポーツ少年団認定保留者とは 

 
   当該年度、スポーツ少年団指導者登録が未登録でスポーツ少年団認定員指導者 

講習会の資格試験に合格している者。 

   翌年度、スポーツ少年団指導者登録をする事によって認定員の指導者資格を得る。 

 
◎ スポーツ少年団認定予定者とは 

 

   当該年度、スポーツ少年団指導者登録済みで、スポーツ少年団認定員指導者講習 

を受講し、資格試験に合格した者。 

 


